
第５９号議案 

 

     八王子市体育館条例の一部を改正する条例設定について 

 

 八王子市体育館条例の一部を改正する条例を次のとおり設定するものとする。 

 

  平成３１年２月２５日 

 

提出者  八王子市長 石 森 孝 志   

 

 

   八王子市体育館条例の一部を改正する条例 

 八王子市体育館条例（昭和４９年八王子市条例第５９号）の一部を次のように

改正する。 

  
改 正 後 改 正 前 

 （使用料）  （使用料） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 体育館の施設の貸切りでない場合の利用

については、教育委員会は、別表第３に定

める額の回数券を発行することができる。 

２ 体育館の施設のうち室内プールの貸切り

でない場合の利用については、教育委員会

は、別表第３に定める額の室内プール回数

券を発行することができる。 

３ （略） ３ （略） 

４ 使用料は、利用の承認を受けた際（第２

項の場合については、回数券の交付を受け

る際）に納付しなければならない。ただ

し、教育委員会が特に必要があると認めた

ときは、この限りでない。 

４ 使用料は、利用の承認を受けた際（第２

項の場合については、室内プール回数券の

交付を受ける際）に納付しなければならな

い。ただし、教育委員会が特に必要がある

と認めたときは、この限りでない。 

５・６ （略） ５・６ （略） 

  

（利用料金） （利用料金） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 体育館の施設の貸切りでない場合の利用

については、別表第３に定める額の範囲内

において、指定管理者があらかじめ教育委

員会の承認を得て回数券を発行することが

できる。 

３ 体育館の施設のうち室内プールの貸切り

でない場合の利用については、別表第３に

定める額の範囲内において、指定管理者が

あらかじめ教育委員会の承認を得て室内プ

ール回数券を発行することができる。 

４ 利用料金は、利用の承認を受けた際（前

項の場合については、回数券の交付を受け

る際）に支払わなければならない。ただ

４ 利用料金は、利用の承認を受けた際（前

項の場合については、室内プール回数券の

交付を受ける際）に支払わなければならな



し、指定管理者が特に必要があると認めた

ときは、この限りでない。 

い。ただし、指定管理者が特に必要がある

と認めたときは、この限りでない。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

  

別表第１（第６条、第７条関係） 別表第１（第６条、第７条関係） 

⑴ 八王子市富士森体育館  ⑴ 八王子市富士森体育館  

 施設の種別 利用区分 貸切り

の場合 

貸切りでない

場合 

  施設の種別 利用区分 貸切り

の場合 

貸切りでない

場合 

 

    子供 大人      子供 大人  

 主競技場 午前 9,000円 100円 300円   主競技場 午前 6,000円 100円 300円  

  午後Ａ 9,000      午後Ａ 6,000    

  午後Ｂ 9,000      午後Ｂ 6,000    

  夜間 10,500      夜間 7,000    

  全日 37,500      全日 25,000    

 第２競技場 午前 2,400 100 300   第２競技場 午前 1,600 100 300  

  午後Ａ 2,400     第３競技場 午後Ａ 1,600    

  午後Ｂ 2,400     第４競技場 午後Ｂ 1,600    

  夜間 2,500     第５競技場 夜間 1,700    

  全日 9,700      全日 6,500    

 第３競技場 午前 1,900 100 300         

  午後Ａ 1,900           

  午後Ｂ 1,900           

  夜間 2,000           

  全日 7,700           

 第４競技場 午前 1,900 100 300         

  午後Ａ 1,900           

  午後Ｂ 1,900           

  夜間 2,000           

  全日 7,700           

 第５競技場 午前 2,400 100 300         

  午後Ａ 2,400           

  午後Ｂ 2,400           

  夜間 2,500           

  全日 9,700           

 （略） （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） （略）  

 レクリエー 午前 1,500 100 300   レクリエー 午前 1,600 100 300  

 シヨンホー 午後Ａ 1,500     シヨンホー 午後Ａ 1,600    

 ル 午後Ｂ 1,500     ル 午後Ｂ 1,600    

  夜間 1,600      夜間 1,700    

  全日 6,100      全日 6,500    

 会議室 午前 800 ― ―   会議室 午前 1,500 ― ―  

  午後Ａ 800      午後 2,000    

  午後Ｂ 800           

  夜間 900      夜間 1,500    

  全日 3,300      全日 5,000    

 備考   備考  

  １ 各施設における午前とは午前９時か

ら午前１１時５０分まで、午後Ａとは

  １ 各競技場及びレクリエーシヨンホー

ルにおける午前とは午前９時から午前



正午から午後２時５０分まで、午後Ｂ

とは午後３時から午後５時５０分ま

で、夜間とは午後６時から午後９時ま

で及び全日とは午前９時から午後９時

までをいう。 

１１時５０分まで、午後Ａとは正午か

ら午後２時５０分まで、午後Ｂとは午

後３時から午後５時５０分まで、夜間

とは午後６時から午後９時まで及び全

日とは午前９時から午後９時までをい

い、会議室における午前とは午前９時

から正午まで、午後とは午後１時から

午後５時まで、夜間とは午後６時から

午後９時まで及び全日とは午前９時か

ら午後９時までをいう。 

  ２～５ （略）   ２～５ （略） 

 ⑵ 八王子市甲の原体育館   ⑵ 八王子市甲の原体育館  

 施設の種別 利用区分 貸切り

の場合 

貸切りでない

場合 

  施設の種別 利用区分 貸切り

の場合 

貸切りでない

場合 

 

    子供 大人      子供 大人  

 第１体育室 午前 5,400円 100円 300円   第１体育室 午前 3,600円 100円 300円  

  午後Ａ 5,400      午後Ａ 3,600    

  午後Ｂ 5,400      午後Ｂ 3,600    

  夜間 6,300      夜間 4,200    

  全日 22,500      全日 15,000    

 第２体育室 午前 1,800 100 300   第２体育室 午前 1,600 100 300  

  午後Ａ 1,800      午後Ａ 1,600    

  午後Ｂ 1,800      午後Ｂ 1,600    

  夜間 1,900      夜間 1,700    

  全日 7,300      全日 6,500    

 第３体育室 午前 1,100 100 300   第３体育室 午前 1,000 100 300  

  午後Ａ 1,100      午後Ａ 1,000    

  午後Ｂ 1,100      午後Ｂ 1,000    

  夜間 1,200      夜間 1,200    

  全日 4,500      全日 4,200    

 （略） （略） （略） （略） （略）   （略） （略） （略） （略） （略）  

 会議室 午前 1,100 ― ―   会議室 午前 1,200 ― ―  

  午後Ａ 1,100      午後 1,600    

  午後Ｂ 1,100           

  夜間 1,200      夜間 1,200    

  全日 4,500      全日 4,000    

備考 備考 

  １ 各施設における午前とは午前９時か

ら午前１１時５０分まで、午後Ａとは

正午から午後２時５０分まで、午後Ｂ

とは午後３時から午後５時５０分ま

で、夜間とは午後６時から午後９時ま

で及び全日とは午前９時から午後９時

までをいう。 

  １ 各体育室における午前とは午前９時

から午前１１時５０分まで、午後Ａと

は正午から午後２時５０分まで、午後

Ｂとは午後３時から午後５時５０分ま

で、夜間とは午後６時から午後９時ま

で及び全日とは午前９時から午後９時

までをいい、会議室における午前とは

午前９時から正午まで、午後とは午後

１時から午後５時まで、夜間とは午後

６時から午後９時まで及び全日とは午

前９時から午後９時までをいう。 

２～７ （略） ２～７ （略） 



      

別表第３（第６条、第７条関係） 別表第３（第６条、第７条関係） 

 ⑴ 八王子市富士森体育館    

 種別 券面額及び枚数 金 額

（円） 

      

 施設利用回

数券（競技

場・レクリ

エーシヨン

ホール） 

子供券 100円券１１枚 1,000        

 大人券 300円券１１枚 3,000       

 施設利用回

数券（トレ

ーニング室

走路） 

大人券 300円券１１枚 3,000        

 ⑵ 八王子市甲の原体育館     

 種別 券面額及び枚数 金 額

（円） 

  種別 券面額及び枚数 金 額

（円） 

 

 体育室回数

券 

子供券 100円券１１枚 1,000   

室内プール

回数券 

子供券 70 円券１１枚 700 

 

 大人券 300円券１１枚 3,000    

 室内プール

回数券 

子供券 70 円券１１枚 700    

 大人券 200 円券１１枚 2,000   大人券 200円券１１枚 2,000  

  

  
   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成３１年１０月１日（以下「施行日」という。）から施行す

る。ただし、次項から第４項までの規定は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例による改正後の八王子市体育館条例（以下「新条例」という。）の

規定による施行日以後の体育館の施設の利用に関し必要な手続その他の行為に

ついては、施行日前においても新条例の例により行うことができる。 

３ 体育館の施設の施行日以後の利用については、施行日前においても、新条例

別表第１及び第３に定める使用料の額を徴収することができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、指定管理者に管理を行わせる体育館の施設の施行

日以後の利用については、施行日前においても、新条例別表第１及び第３に定

める額の範囲内において指定管理者が定める利用料金の額を支払わなければな

らない。 


